
秋田県若年女性正規雇用促進奨励金
県では、若年女性の方の安定した促進を促進するため、厚生労働省（都道府県労働局）のキャリアアップ助成金正社員
化コースまたは障害者正社員化コースの支給決定を受けた事業主に対し、奨励金を支給します。

秋田県

給付型（※1）

人材育成・雇用

秋田県内に事業所があり、令和6年4月1日以降に、秋田県内に住所がある若年女性の方を
正規雇用へ転換等し、キャリアアップ助成金正社員化コースまたは障害者正社員化コース
のうち、「有期→正規」または「無期→正規」の区分について都道府県労働局長より支給
決定を受けていること など
※この奨励金における若年女性とは、令和元年4月2日以降生まれ（令和6年4月1日時点の
満年齢が35歳未満）の方。

2024年4月16日～2025年2月28日

有期→正規：1人あたり10万円。無期→正規：1人あたり5万円。

予算に伴い、早期に終了する場合があります。

秋田県産業労働部雇用労働政策課 秋田県就職氷河期世代正規雇用促進奨励金 担当
電話：018-860-2334

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80667
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